
平成２５年７月３１日 
 

「サイバー犯罪に対する共同対処」への佐賀県警察との協定書締結について 
 
 佐賀銀行（頭取 陣内 芳博）は、佐賀県警察と「サイバー犯罪に対する共同対処」に関する協定書
を締結することとしましたので、お知らせいたします。 
 本協定は、サイバー犯罪による被害の早期解決、拡大防止を図るため、警察との連携を強化して、
より的確にサイバー犯罪に対処していくことを目的としています。 
 当行では、今後ともお客さまにインターネットバンキングをはじめとした各種サービスを安心して
ご利用いただけるよう、サイバー犯罪対策などのセキュリティ強化に取組んでまいります。 
 

記 
 
１．締結予定日 
平成２５年８月７日（水） 

 
２．協定内容 
（１） 佐賀県警察との相互協力 
（２） サイバー犯罪認知等の連携 
（３） サイバー犯罪捜査に関する協力 
（４） サイバー犯罪被害拡大防止措置 
（５） サイバー犯罪に関する公表および情報共有  
    
３．その他 
（１）佐賀県警察ではこの取組みをより強化するため、佐賀県内の複数の金融機関と同日に協定書
を締結される予定です。 
（２）８月７日（水）１３時３０分より、佐賀県警察本部にて協定書の締結式を行う予定です。 
 

以  上 
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